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令和元年度 第２回 行財政改革推進検討懇談会議事録 

 

１ 懇談会概要 

日 時 令和元年９月３０日（月）１４：００～１６：００ 

場 所 尾道市民会館 ３１号室 

出席者 委 員 

 

青木委員、伊藤委員、井本委員、兼田委員、日下委員、高橋委員、

松井委員、村上委員、杢谷委員 ９名（氏名５０音順、敬称略） 

渡邉委員 １名 所用により欠席 

事務局 

 

宮本総務部長、前川職員課長、坂本政策企画課長、中山財政課長、

髙橋職員課長補佐兼人事研修係長、岩﨑職員課行政経営係主任 

次 第 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開 会 

２ 議 事 

（１）説明事項 

   ・第６次行革大綱の取組検証について 

   ・尾道市財政運営見通し（令和元年度版）や国の最新動向について 

（２）審議事項 

   ・第７次行革大綱 体系（案）について 

３ その他 

４ 閉 会 

配 布 

資 料 

 

 

 

 

 

 

資料番号１ 第６次尾道市行財政改革大綱後期実施計画（検証） 
 （令和元年９月現在） 

資料番号２ 第７次行革大綱 体系（案） 

資料番号３【参考】 尾道市財政運営見通し 
          （令和元年度（2019年度）～令和 5年度（2023年度）） 
資料番号４【参考】 国の最新動向（ＳＤＧｓについて） 

資料番号５【参考】 国の最新動向（Soceity5.0について） 

資料番号６【参考】 国の最新動向（スマート自治体について） 

 

 

 

 

 

２ 議 事 ※事務局から説明後に委員により意見交換 

 

（１）説明事項「第６次尾道市行財政改革大綱後期実施計画の取組について」  

  

会 長    第６次尾道市行財政改革大綱後期実施計画の取組について、事務

局より説明がありました。色々な分野に亘っていますので、それぞ

れの立場から、素朴な質問、ご意見等をお聞かせいただければと思

います。 
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委 員    定員管理の取組において、目標より実績が上回った理由は何です

か。 

 

事務局    平成 31 年 4 月 1 日の普通会計職員数は、1,015 人の計画値に対し

て 1,005人という現状となっています。これは、定年退職者以外で、

普通退職者数や早期退職者数が見込みと違ったことが主な要因です。 

 

委 員    例年の採用と退職の人数はどのくらいですか。 

 

事務局    ここ数年の傾向としましては、退職（定年、早期、普通）は約 50

人～60人、採用は 20～30人です。早期退職、普通退職ということで

やむなく市を退職する職員が、若干見込みより増えている状態がこ

こ数年続いています。 

 

委 員    「定員適正化計画の見直し及び着実な実行」や「新しい手法によ 

る人材の確保」の取組について、宝塚市では就職氷河期への採用の 

対応もされています。本当に正規職員の削減だけだ良いのか、いろ 

いろな課題がある中、自治体を支えるのに正規職員は欠かせないと 

思います。臨時・嘱託職員が集まりにくい状況もあるのであれば、 

他市の例も参考にしながら、正規職員の確保も必要ではないかと思 

います。 

 

事務局    委員が言われたとおり、新たな行政課題へ対応していくため、柔

軟に人材を確保していくという視点が必要だと思います。 

 

会 長    後期実施計画の検証について、それぞれの項目ごとに数値目標や

主な取組事例・効果の表記、第７次での取組の必要性のほか、「今後

の課題」についても表記した方が分かりやすいと思います。 

 

委 員    令和 2年度から導入される会計年度任用職員制度とはどんな制度 

ですか。 

 

事務局    会計年度任用職員制度とは、地方公務員の臨時・非常勤職員の適 

正な任用・勤務条件を確保するため、地方公務員法及び地方自治法 

の改正により創設された制度で、令和 2年 4月からスタートするも 

のです。 

 

委 員    尾道市を退職される職員は、市のために戦力となる人材が大勢い 

ると思うので、給料は下がるとは思うが、働くマインドが十分高い 

方もいらっしゃると思うので、再任用制度を積極的に活用してはと 

思います。 
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委 員    60歳を超えても十分活躍できる方もおられます。そのため、再任 

用の制度については、業務内容、勤務時間、報酬等への柔軟な対応 

が必要ではないかと思います。 

 

事務局    市の再任用制度につきましては、4パターンの勤務時間があり 5年 

間勤務できるよう配慮しています。また、現在国では定年延長の話 

が議論されており、そうした動向も注視しながら再任用制度につい 

てはこれからも活用していきたいと思います。 

 

 

 

（１）説明事項「尾道市財政運営見通し（令和元年度版）や国の最新動向につい

て」  

 

会 長    今年度 8月に公表されている尾道市の財政運営見通しや国の最新 

動向等について、事務局より説明がありました。何かお気づきの点 

などがあればお願いします。 

 

委 員    ＡＩやＲＰＡ等の活用は、国が取りまとめている先進事例（導入

価格も含め）を参考にしながら進めるのですか。 

 

事務局    国が主導して、モデル事業を募り、先進事例として紹介する取り 

組みを行っております。 

導入経費も含め、参考にしながら検討していきたいと考えます。 

 

委 員    尾道市役所のペーパーレス化は実際、進んでいないと思います。 

市の各部署からの文書についても、集約して、発送した方が良い 

ものもあると思います。亡くなられた方の手続き等について、一か 

所で提供するような他市の事例もあると思うが、人に関わるものと 

して、まとめられるものはまとめることが、スマート自治体を実現 

するために、市民も入りやすいツールになっていくと思います。 

ただし、スマート自治体の実現ありきではなく、それぞれの窓口 

やサービスを受ける市民が違和感のない形で進めていってもらえれ 

ばと思います。 

 

委 員    電子化で言えば、受け手の官公庁側が楽になると思いますが、個 

人や企業は事務量が増えて、煩雑になる場合もあると思います。 

 

会 長    行財政改革のため、どうしても供給する立場、目線が主となって 

しまいますが、受け手、市民の側、利用する側からの視点・配慮が 

必要ということですね。 
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（２）審議事項「第７次尾道市行財政改革大綱 体系（案）について」  

  

会 長    第６次大綱の評価・点検や国等の最近の動向を踏まえたうえで、

第７次の体系案が事務局から提示されました。これについて、お気

づきの点等がありましたらお願いします。 

 

 

【順番について】 

委 員    基本方針については、第６次では「１ 財政の健全化」の次に、「２ 

効率的な行政運営」となっていますが、第７次では 1 と 2 の順序が

変わっています。この理由はなんでしょうか。 

 

事務局    1番目も 2番目も重要であるという認識ですが、先ほどから様々な

ご意見を頂いておりますＩＣＴ関係、特に第 7 次の計画ではＩＣＴ

を中心に、効果的・効率的な行政運営を行いたいという思いから 1

番先頭にしております。当然、財政基盤の確立というのも大変重要

な項目ではありますが、あえてそこは順番を入れ替えさせていただ

いているという状況です。 

 

委 員    重要度の順番だという風に理解しても良いのですか。 

 

事務局    特に順番はなく、基本方針の 3 項目いずれも重要であるとの認識

です。 

 

委 員    重要度の違いではない、という風に市民は見ないと思います。や

はり大事な順番から並んでいると一般的には見られると思いますの

で、手段をここに示すのではなくて、目的である財政の健全化を最

初にした方が良いと思います。 

 

会 長    基本方針の順番については、いかがでしょうか。 

       行財政改革の基本的な考え方として、市民の受け止め方という視

点から、皆さんのご意見をお願いします。 

 

委 員    基本方針の最初に厳しい現実（財政）のことを表記した方がいい

と思います。 

 

委 員    基本方針の順序は、一番に安定した財政基盤の確立、二番に効果

的・効率的な行政運営と表記することで、安定した財政基盤の確立

のために、こうした取組をするんだとした方が、理解しやすいと思

います。 
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委 員    ＩＣＴ活用を強く推進するなら、基本方針の最初に効果的・効率

的な行政運営を表記しても良いのではないかと思います。 

ただし、ＩＣＴなどの先端技術の活用によりすごく便利になって 

いくと思いますが、機械化しても思いやりを大事にしていただきた 

いと思います。 

 

会 長    他の委員からも基本方針の表記の順序による市民からの見え方に

ついてご指摘があったように、今後、税収の減少や大型建設事業等

の関係で借金の返済が増加する見込みの中で、今までの第６次行革

大綱の６年間以上にもっと財政改革に取り組んでいくことを打ち出

した方が、市民にとっては分かりやすいのではないかと思います。

その上で、行政運営の手段、ツールとして新しい情報通信の仕組み

などを取り入れていくスマート自治体を目指すなどの方が分かりや

すいのではないかと思います。 

 

 

 

【ICTについて】 

委 員    人材育成の中の「ＩＣＴを活用できる市職員の育成について」で

すが、現在の職員の中に、ＩＣＴを指導できる人はいますか。もち

ろん、育成することも大切ですが、一から育成するというのは、時

間がかかるので、中途での採用や民間も視野に入れて外部人材の活

用を検討してはどうですか。 

 

事務局    近年では、職務経験者の採用を実施しておりますが、今後はそう

いった研究もしていきたいと思います。現在、情報システム課には、

ＩＣＴに精通した人材を配置するようにしております。また、今後、

ＲＰＡなどを推進するためには、一定程度の知識は専属の職員以外

の者でも持っておく必要があると考えております。今年度、ＲＰＡ

ツールを導入いたしますが、その事業の中にはそういったシステム

を構築するスキルを習得する内容を含めております。 

 

委 員    ＩＣＴ関連では、どうしてもカタカナとアルファベットが多く、

一見、ハードルが高いように見えてしまいますが、ＩＣＴを活用す

ることは、決して怖いことでも、めんどくさいことでも、悪いこと

でもなく、もっと楽になることであり、楽しいことだということが

わかるような表現になるよう工夫していただきたいと思います。 

 

委 員    「ＩＣＴ先端技術の活用」の取組事例の中で、窓口ナビゲーショ

ンや窓口タブレットとありますが、人材も不足している中で、窓口

に人を置かず、ロボットで行うイメージなのですか。 
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事務局    人をまったく置く・置かないではなく、タブレットなどを活用し

て、申請等の各種手続きの際の市民の方の利便性を向上させ、結果、

手続き全体に係る時間の短縮を行うことで、業務の効率化に繋がる

と考えております。 

 

委 員    自助・共助・公助などの繋がりを考えると、窓口等での機械化に

より、市民との交流が希薄化することがないよう注意してほしいと

思います。 

 

 

【人材育成について】 

委 員    行政情報や魅力の発信については、もっと専門的なプロやアドバ

イザーなどを入れてみてはどうかと考えますがいかがですか。 

 

事務局    委員が言われたとおり、今まで以上に、広報は重要なものになる

と思います。 

 

委 員    尾道市では、月 1 回の市広報紙の各戸配布など町内会を通じて実

施していると思いますが、これは、町内会組織が機能しているとい

うことだと思います。自治会の担い手であったり、地域の現状とし

て、少子化の中で、小学校の統廃合とかいろんなこともございます。

広報という、いいものを作っても市民が読んでくれなかったらダメ

なので、読んでいただける各戸配布というツールを、尾道市は確立

しておりますので、それは継続して出来るように町内会へのしっか

りとした支援等をお願いしたいと思います。 

 

会 長    基本方針「多様な人材・団体の活躍推進」の設定理由については、

行政が従来どおり、あれもこれもするのではなく、市民、団体等に

も積極的に参加、協力、協働していただいて、市と一緒に地域課題

の解決にあたっていただく、そのために、自助・互助・共助をした

うえで、行政とのパートナーシップを築いていくという理念を打ち

出すことも必要ではないかと思います。皆さんのご意見はいかがで

しょうか。 

 

委 員    厳しい財政状況の中、町内会やＮＰＯなどと協力しながらやって

いこうというのが協働のまちづくりだと言われています。今後、高

齢化が進む中で、仕事を退職しても、すごく能力があって、元気の

ある方々が、ボランティアのような形で、市や町内会などのために

協力したいという方がたくさんおられると思います。これからは、

こうした方たちに上手く関わってもらいながら、組織を運営してい

くことになると思います。 
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【分かり易い表現について】 

委 員    基本方針の設定理由の表現が難しいので、もう少し市民に伝わる

表現へ改善してはどうかと思います。言葉が通じていないと、意味

も伝わらないと思います。 

 

会 長    高齢化が進むことに対して、国の方から様々な研究会等の中途の

成果が示されるなど、情報が溢れていますが、もう少し、分かりや

すい、一般的な表現でないと、見た方に伝わりにくいと思います。 

 

会 長    基本方針「効果的・効率的な行政運営」の設定理由については、

一つ目が最少の経費で最大の効果を、という地方自治法の理念でも

ありますし、各自治体の基本だと思いますが、二つ目の設定理由に

ついては、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0などの技術進歩を行政サービスに活用

し、効率化を図りつつ、市民満足度の向上を図っていくなどの趣旨

の方が分かりやすいのではないかと思います。 

 

委 員    職員のワン・ステップ・アクションとは、どんな取組ですか。 

 

事務局    まちづくりへの関心・理解を高めるために、各種行事・地域活動

への職員の参加を啓発する取組でございます。 

 

委 員    このワン・ステップ・アクションとは行政用語ですか。 

 

事務局    行政用語ではなく、造語です。職員も地域活動等に参加し、一歩

踏み出していこうという趣旨でございます。 

 

委 員    こうした説明をする必要のないように、「職員の地域への参加」な

ど分かりやすい表現にしてはどうですか。 

 

会 長    今後は、策定途中で市民からのパブリックコメントも予定されて

いると思いますが、分かりやすい用語であったり注釈をつけるとい

った工夫をしていただければと思います。 

 

 

【公共施設のマネジメントについて】 

委 員    「公共施設マネジメントの推進」について、長寿命化による施設

管理経費の削減とは、具体的に何に取り組むのですか。 

 

委 員    しまなみ海道では、修繕等を継続実施し、200年間、利用しようと

いう計画があると聞いています。市の施設等も壊れたらそのままで
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はなく、適切なタイミングで修繕等を実施して長く利用でき、全体

的なコストを削減する視点も必要ではないかと思います。 

 

事務局    公共施設にはハコモノと道路や橋梁等がございます。今までは、

壊れたら、その都度、直すという手法が主でしたが、これからは、

施設の耐用年数を考慮して、適切な時期に修繕や保守をして、相対

的に維持管理コストを低減させていくことや、施設の総量を抑制し、

全体的なコストを下げていくこと。こうした取組に関する計画をそ

れぞれの施設ごとに作成し、財源の平準化も含めて、計画的に維持

していく考えでございます。 

 

 

【歳入の確保について】 

委 員    歳入・歳出の改革を取組事項として、歳入を増やすための施策も

ここで議論しても良いのですか。 

 

会 長    総合計画の方が相応しい内容かも知れませんが、行革大綱とも関

連はあると思われます。 

 

委 員    観光など尾道市のイメージを活用した歳入の施策などを検討でき

ないかと思います。 

 

委 員    この行革大綱での取組かどうかはありますが、「地場産業の支援や

産業育成などによる税収確保」も大事だと思うので、意識としては

「歳入・歳出の改革」の中にあるべきだと思います。 

 

会 長    産業の雇用や振興を通じて税収入を確保することは、行革大綱と

もリンクする部分もあると思います。 

 

会 長    Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0とかスマート自治体とか、確かに重要な大きな

流れだろうとは思います。まずは、これから 5 か年の行財政改革に

ついて、6年目以降も見据えながら、当面何をするべきかを整理する

ことが必要かと思います。 

 

 

       

会 長    以上で、第 2 回の懇談会を終わります。長時間にわたり、どうも

ありがとうございました。 


